
凡例▶ 対対象（記載のない場合はどなたでも）　日期日　時時間　場会場　定定員（記載のない場合は定員なし）　内内容　講講師　持持ち物　

（5） 7・3・1（5）

ス
マ
ホ･

パ
ソ
コ
ン
教
室

　
詳
細
は
稲
城
ス
マ

ホ
・
パ
ソ
コ
ン
教
室

案
内（
下
記
参
照
）を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

申
電
話
、「
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ

ー
パ
ソ
コ
ン
教
室
」
内
申
し
込
み

フ
ォ
ー
ム

ひ
ろ
ば（
な
ん
で
も
相
談
会
）

日
①
毎
週
月
曜
日
、
第
4
土
曜
日

②
第
2
・
第
4
木
曜
日（
祝
日
を
除

く
）

時
①
午
前
10
時
〜
正
午
②
午
後
2

時
〜
4
時

場
①
地
域
振
興
プ
ラ
ザ
②
ふ
れ
ん

ど
平
尾

費
1
千
円

◆
共
通
事
項

先
問
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー　

スマートフォン教室
講座名 会場 期日 時間

初めてのスマホ
講座

地域振興
プラザ 4月3日（木）

午前10時～正午

スマホアプリ
講座 第四文化

センター

3月14日（金）

LINE等アプリ
応用講座

3月25日（火）

地域振興
プラザ 4月25日（金）

スマホ相談会
（1部・2部とも
同内容）

第四文化
センター

3月14日（金）

〇1部＝午後1時～2時
〇2部＝午後2時～3時

3月25日（火）

地域振興
プラザ

4月3日（木）

4月25日（金）

常設スマホ相談
会
（申し込み不要）

毎週月曜日
（祝日を除く）午前10時～正午

学習教室
学年 曜日 時間 定員 教科 費用（月額）

小学4年生
火・木 午後4時30分

～6時20分
各5人 算数

国語 1教科3,605円小学5年生
小学6年生 水・金 3人

中学1年生
水

午後7時～9時

5人 英語

1教科5,180円
金 4人

数学中学2年生 火 3人
中学3年生 木 4人

日
3
月
13
日（
木
）　
時
午
前
10
時
～
午
後
3
時
　
定
10
人（
申
込
先
着
順
）※
お
子
さ
ん
の
同
伴
不
可
　
持
裁
縫
道
具
、
定
規
　
費
2
千
円
　
申
電
話〔
3
月
4
日（
火
）～
〕　
場
先
問
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
　
☎
377
・
2

2

1

2

布
ぞ
う
り
講
習
会

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

住民税非課税世帯へ給付金を給付します

　物価高騰の影響が大きい低所得世帯への負担の
軽減を図るため、住民税均等割が非課税の世帯に
給付金を給付します。対象の世帯には支給のお知
らせ等を発送しています。給付対象や手続方法等
詳細は市 をご覧ください。
対基準日（令和6年12月13日）において稲城市に住
民登録があり、世帯員全員が令和6年度住民税の
均等割が非課税である世帯
※配偶者やその他親族からの暴力等を理由に稲城
市に避難している方等、一定の要件を満たす場合
は受給できます。該当と思われる方はご相談くだ
さい。
※住民税が課税されている方の扶養親族のみから
なる世帯は対象外
▷給付額　1世帯あたり3万円
※18歳以下のお子さんがいる世帯は子ども一人
当たり2万円を加算
※基準日の翌日以降に生まれたお子さんも子ども
加算の対象になります。該当と思われる方はご相
談ください。
手続方法
支給のお知らせが届いた方
　手続き不要で通知に記載されている口座に4月
初旬以降順次振り込みます。

確認書が届いた方
　次のいずれかの方法で申請してください。3月
13日（木）になっても確認書が届かない場合は、
お問い合わせください。
◯オンライン申請　
　確認書に記載の専用サイトにアクセスし、電子
申請してください。
※マイナンバーカードが必要です。
◯確認書の返送
　確認書に必要事項を記入し、振込口座情報・本
人確認書類等の写しを添えて、同封の返信用封筒
で返送してください。
申請が必要な方
　令和6年1月2日以降に稲城市へ転入した方を含
む世帯及び令和6年度住民税が未申告である方を
含む世帯は、確認書等が送付されない場合があり
ます。給付対象に該当すると思われる場合は、自
身で申請書を入手のうえ郵送で申請してください。
※申請書は市 、生活福祉課、平尾・若葉台出張
所、各文化センターで入手可
限6月16日（月）必着
先問稲城市給付金事務局（生活福祉課給付金担当）　
☎401－5321

バ
ナ
ー
広
告
を

�

募
集
し
て
い
ま
す

　
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
し
ま
し
た
。
企
業
や
商
品
の

PR
に
ぜ
ひ
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
活
用

く
だ
さ
い
。
必
要
書
類
等
詳
細
は

市

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▽
掲
載
料

○
1
・
2
カ
月
＝
月
額
2
万
950
円

○
3
〜
5
カ
月
＝
月
額
1
万
9 

9

 

0 
0
円

○
6
カ
月
以
上
＝
月
額
1
万
8 

8

 

5 

0
円

申
郵
送
、
窓
口

先
問
秘
書
広
報
課
広
報
広
聴
係

個
人
事
業
税
の
申
告
期
限

対
前
年
に
事
業
主
控
除
額
を
超
え

る
事
業
所
得
等
の
あ
る
個
人
事
業

お
早
め
に

�

手
続
き
く
だ
さ
い

普
通
自
動
車
・
軽
自
動
車

等
の
廃
車
・
変
更
手
続
き

　
令
和
6
年
4
月
2
日
以
降
に
車

体
を
譲
渡
・
売
却
等
を
し
て
、
ナ

ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
の
返
納
・
名
義

変
更
の
手
続
き
が
お
済
み
で
な
い

方
は
、
お
手
続
き
く
だ
さ
い
。

対
次
の
い
ず
れ
の
方
に
該
当
す
る

方◯
転
出
ま
た
は
転
入
し
た

◯
車
両
の
盗
難
に
遭
っ
た

◯
車
両
を
譲
渡
し
て
名
義
を
変
更

し
て
い
な
い

◯
故
障
等
で
、
車
両
の
廃
棄
を
予

定
し
て
い
る

問
○
125 

cc
以
下
の
二
輪
車
・
小
型

特
殊
自
動
車
＝
課
税
課
市
民
税
係

○
125 

cc
を
超
え
る
二
輪
車
＝
多
摩

自
動
車
検
査
登
録
事
務
所　
☎
050

・
5 

5 

4 

0
・
2 

0 

3 

3

○
三
輪
・
四
輪
の
軽
自
動
車
＝
軽

自
動
車
検
査
協
会
東
京
主
管
事
務

所
多
摩
支
所　
☎
050
・
3 

8 

1 

6

日
野
税
務
署
か
ら
の

�

お
知
ら
せ

国
税
の
納
付

　
国
税
の
納
付
は
、
現
金
納
付
の

ほ
か
、
口
座
引
き
落
と
し
・
コ
ン

ビ
ニ
納
付
・
ス
マ
ホ
ア
プ
リ
納
付

（
各
種
Ｐ
ａ
ｙ
払
い
）等
を
利
用
し
、

期
限
ま
で
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

詳
細
は「
国
税
庁
」
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

限
◯
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得

・
贈
与
税
＝
3
月
17
日（
月
）

◯
個
人
事
業
者
の
消
費
税
及
び
地

方
消
費
税
＝
3
月
31
日（
月
）

問
日
野
税
務
署　
☎
042
・
585
・
5

 

6 

6 

1

に
せ
税
理
士
・
に
せ
税
理
士
法
人

に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　
税
理
士
資
格
の
無
い
者
が
税
務

相
談
・
税
務
書
類
の
作
成
・
税
務

代
理
を
す
る
こ
と
は
、
法
律
で
禁

じ
ら
れ
て
お
り
、依
頼
者（
納
税
者
）

が
不
測
の
損
害
を
被
る
恐
れ
も
あ

り
ま
す
。
税
理
士
は
、
税
理
士
証

学
習
教
室

　
ク
ラ
ス
見
学
も
行
っ
て
い
ま
す
。

国
民
年
金

退
職
し
た
方
は

国
民
年
金
の
加
入
手
続
き

�

を
お
忘
れ
な
く

　
会
社
等
を
退
職
し
、
厚
生
年
金

に
加
入
し
な
く
な
っ
た
20
〜
59
歳

の
方
は
、
加
入
の
届
け
出
が
必
要

で
す
。
加
入
し
た
月
か
ら
国
民
年

金
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
ま
た
、
厚
生
年
金
に
加

入
し
て
い
た
方
の
被
扶
養
配
偶
者

で
、
20
〜
59
歳
の
方
も
同
様
の
届

け
出
が
必
要
で
す
。
経
済
的
に
納

付
が
困
難
な
場
合
は
、
免
除
制
度

が
あ
り
ま
す
の
で
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

　
ま
た
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ

ソ
コ
ン
で
も
国
民
年
金
加
入
の
届

け
出
や
保
険
料
の
免
除
申
請
が
で

き
ま
す
。詳
細
は「
日

本
年
金
機
構
」
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

持
本
人
確
認
書
類（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

票
を
携
帯
し
、
税
理
士
バ
ッ
チ
を

着
用
し
て
い
ま
す
。
詳
細
は「
東
京

税
理
士
会
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
東
京
税
理
士
会　
☎
03
・
3 

3

 

5 

6
・
4 

4 

6 

1

・
3 

1 

0 

4

○
普
通
自
動
車
＝
東
京
都
自
動
車

税
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー　
☎
03
・
3 

5 

2 

5
・
4 

0 

6 

6

入
会
説
明
会

対
市
内
在
住
の
60
歳
以
上
で
働
く

意
欲
が
あ
る
方 

日
3
月
11
日（
火
）・
13
日（
木
）

時
午
後
1
時
30
分
〜

申
電
話

場
先
問
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー　

☎
377
・
2 

2 

1 

2

市
デ
ジ
タ
ル
デ
バ
イ
ド

�

対
策
事
業

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
教
室

対
市
内
在
住
で
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

を
お
持
ち
の
方

日
時
場
内
下
表
参
照

定
各
10
人（
申
込
先
着
順
）

持
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

申
電
話〔
3
月
3
日（
月
）〜
〕

限
各
開
催
日
の
5
日
前

主
稲
城
市

先
問
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー　

☎
377
・
2 

2 

1 

2

カ
ー
ド
・
運
転
免
許
証
等
）、
年
金

番
号
の
分
か
る
物（
基
礎
年
金
番
号

通
知
書
・
年
金
手
帳
等
）、
退
職
日

の
分
か
る
物（
社
会
保
険
資
格
喪
失

証
明
書
・
退
職
証
明
書
等
）

※
免
除
申
請
す
る
場
合
は
、
雇
用

保
険
被
保
険
者
離
職
票
、
雇
用
保

険
受
給
資
格
通
知
ま
た
は
雇
用
保

険
受
給
資
格
者
証
、
雇
用
保
険
被

保
険
者
資
格
喪
失
確
認
通
知
書
の

い
ず
れ
か
一
つ
を
持
参

申
先
保
険
年
金
課
年
金
係
窓
口

問
保
険
年
金
課
年
金
係
、
府
中
年

金
事
務
所　
☎
042
・
361
・
1 

0 

1

 

1

主限
3
月
17
日（
月
）

※
所
得
税
の
確
定
申
告
書
や
住
民

税
の
申
告
書
を
提
出
し
た
方
は
、

改
め
て
事
業
税
の
申
告
書
を
提
出

す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
事
業
を
廃
止
し
た
場
合
は
、
廃

止
の
日
か
ら
1
カ
月
以
内（
死
亡
に

よ
る
廃
止
の
場
合
は
4
カ
月
以
内
）

に
個
人
事
業
税
の
申
告
を
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

問
八
王
子
都
税
事
務
所　
☎
042
・

644
・
1 

1 

1 

1

再
登
録
し
て
く
だ
さ
い

避
難
行
動

�

要
支
援
者
登
録

　
3
月
よ
り
避
難
行
動
要
支
援
者

名
簿
登
録
届
出
情
報
の
項
目
見
直

し
に
伴
い
、
改
め
て
登
録
が
必
要

に
な
り
ま
す
。
登
録
中
の
方
へ
登

録
届
出
書
を
送
付
し
ま
す
。

対
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
登
録

者日
3
月
1
日（
土
）〜
19
日（
水
）

▽
回
答
方
法　
避
難
行
動
要
支
援

者
登
録
届
出
書
兼
情
報
提
供
同
意

書
に
記
載
の
う
え
、
同
封
し
た
返

信
用
封
筒
で
郵
送

先
問
生
活
福
祉
課
地
域
福
祉
係

☎
377
・
2 

2 

1 

2

申
込
方
法
等
詳
細
は「
シ
ル
バ
ー
人

材
セ
ン
タ
ー
」
を
ご
覧
い
た
だ
く

か
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

対
日
時
定
内
費
右
表
参
照

申
窓
口〔
3
月
3
日（
月
）午
前
9
時

〜
〕　

※
申
込
先
着
順

場
先
問
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー　

☎
377
・
2 

2 

1 

2


